
郡市医師会長様

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、標記の件につきまして、日本医師会常任理事から別紙のとおり通知が

ありましたので、ご連絡申し上げます。

これは、文部科学省が「新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガイ

ドライン(別添1)及び「新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実

施に関するガイドライン」(別添2)を作成したことについて、周知依頼があっ

たものです。

つきましては、貴職におかれましても本件についてご了知いただきますとと

もに、貴会会員へのご周知方についてご高配を賜りますよう、よろしくお願い

申し上げます。

なお、「児童生徒等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応につ

いて(第二報)」(令和2年2月25日付け文部科学省事務連絡)は、本通知を

もって廃止となるため、本会よりお知らせした「学校保健に係る新型コロナウ

イルス感染症への対応について(令和 2年2月25日追加)」(令和 2年3月2日

付け静医発第1976号県医師会長通知)をご参照の際は、ご注意ください。

また、本通知については、県教育委員会から市町教育委員会へ参考に通知さ

れておりますことを申し添えます。

令和2年度における小学校、中学校、高等学校及び

特別支援学校等における教育活動の再開等について
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「令和２年度における小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等におけ

る教育活動の再開等について（通知）の周知について（依頼）」について 

 

平素、本会学校保健事業につきまして種々ご協力賜り、厚く御礼申し上げ

ます。 

 さて、学校保健に係る新型コロナウイルス感染症への対応について、3月20

日に開催された「新型コロナウイルス感染症対策本部」において、内閣総理大

臣から、新学期を迎える学校の再開に向け具体的な方針をできる限り早急に

とりまとめるよう指示があり、文部科学省において学校教育活動再開に向け

ての留意事項を整理した「新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガ

イドライン」（別添１）および、臨時休業を行う際の参考となるよう「新型コ

ロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン」（別

添２）を作成し、「令和２年度における小学校，中学校，高等学校及び特別支

援学校等における教育活動の再開等について（通知）」を関係各所に事務連絡

が発出し、本会あて都道府県医師会への周知方依頼がありました。 

つきましては、別添資料をお送りしますので、貴会でもご了知いただくと

ともに会員への周知方、よろしくお願いします。 

 なお、「児童生徒等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応に

ついて（第二報）」（令和2年2月25日付け文部科学省総合教育政策局生涯学習

推進課、初等中等教育局健康教育・食育課、高等教育局高等教育企画課事務連

絡）については本通知をもって廃止となるとのことであるため、本会よりお

知らせした、「学校保健に係る新型コロナウイルス感染症への対応について 

（令和2年2月25日追加）」（令和2年2月27日付 健Ⅰ262）を参照の際はご注

意ください。 

 今回の文部科学省事務連絡の主な内容は、下記のとおりです。 

（公印省略） 
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記 

Ⅰ．新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガイドライン 

感染症対策について、感染経路を絶つために学校医及び学校薬剤師

などと連携した保健管理体制を整え、環境衛生を良好に保つ。 

出席停止等の扱いについて、児童生徒等の感染が判明した場合又は

児童生徒等が感染者の濃厚接触者に特定された場合には、各学校にお

いて、当該児童生徒等に対し学校保健安全法第19条に基づく出席停止

の措置を取る。 

医療的ケアが日常的に必要な児童生徒等や基礎疾患等のある児童生

徒等について、医療的ケア児が在籍する学校においては、地域の感染

状況を踏まえ、主治医や学校医・医療的ケア指導医に相談の上、医療

的ケア児の状態等に基づき個別に登校の判断をする。また、基礎疾患

等があることにより重症化するリスクが高い児童生徒等についても、

地域の感染状況を踏まえ、主治医や学校医に相談の上、登校の判断を

する。 

新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガイドライン≪チェ

ックリスト≫も合わせてご活用ください。 

Ⅱ．新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関す

るガイドライン 

臨時休業の実施にかかる考え方について、児童生徒等又は教職員の

感染が判明した場合には、臨時休業の必要性について都道府県等の衛

生主管部局と十分相談の上、実施の有無、規模及び期間について判断

する。 

今後、日本のどこかの地域で「オーバーシュート」が生じた場合に

は、3月19日に新型コロナ感染症対策専門家会議で示された見解に基づ

き対応する。 

以上  
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令和２年度における小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等に 

おける教育活動の再開等について（通知）の周知について（依頼） 

 
 

新型コロナウイルス感染症対策に関し，２月 28 日に文部科学省から小学校等の一

斉臨時休業を要請したところです（令和２年２月 28 日付け元文科初第 1585 号文部

科学事務次官通知）。 

この度公表された「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」（新型コロ

ナウイルス感染症対策専門家会議（令和２年３月 19 日））においては，春休み明け以

降の学校に当たっては，多くの子供たちや教職員が，日常的に長時間集まることによ

る感染リスク等に備えていくこと，また，この観点から，地域ごとのまん延の状況を

踏まえていくことが重要であるとの考え方が示されました。これを踏まえて，３月 20

日に開催された「新型コロナウイルス感染症対策本部」において，内閣総理大臣から，

新学期を迎える学校の再開に向けて，具体的な方針をできる限り早急にとりまとめ

るよう指示がありました。 

今般，学校教育活動再開に向けての留意事項を整理した「新型コロナウイルス感染

症に対応した学校再開ガイドライン」（別添１）及び，臨時休業を行う際の参考とな

るよう，「新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライ

ン」（別添２）を作成し，令和２年度における小学校，中学校，高等学校及び特別支

援学校等における教育活動の再開等について（通知）を各都道府県・指定都市教育委

員会等に周知していますのでお知らせいたします（令和２年３月 24 日付け元文科初

第 1780 号文部科学事務次官通知）。 

御了知の上，貴会会員方に周知いただけますようお願いします。 
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